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和ーキングホリデープロジェクト２０２５　in【北山村】　実施要項

和ーキングホリデープロジェクト
　学生が、地域内の担い⼿不⾜の領域で働き収入を得ながら、一定期間滞在することで、地域課題解決に貢献するとともに、地域の歴史や自然、文化、地域の暮らし等に触れることができる交流イベントを通じて地域をまるごと体感できるプロジェクト。

１.プログラムについて　
	滞在期間
	業務内容
	宿泊場所・
移動等
	受入人数
	応募条件
	交流プログラム

	8月から9月

	北山村を支える産業や教育事業のサポート
※「２.業務内容について」を参照。

	参加人数に応じ村内で手配します。宿泊費・交通費は村から定額で支給します。
※「３.宿泊・移動支援等について」を参照。

	各業務・各日程で3名程度予定
（同時期に多数の方の応募があった場合、日程や別業務へ調整させていただく可能性があります）

	・和歌山大学の学生および院生
・期間中北山村に宿泊できること（宿泊先は手配します）
	〇村民との交流（バーベキュー等）
〇時期に応じ観光筏下りやラフティング
〇夏祭り・じゃばら収穫祭への参加


２.業務内容について
	業務①
	仕事内容
	内容
	観光案内・筏受付業務

	
	
	説明
	道の駅おくとろ内の北山村観光センター（観光協会窓口）にて、北山村へ来村された方の案内や観光筏下りの受付業務を行っていただきます。　

	
	
	応募条件
	・和歌山大学の学生・院生
・期間中、北山村に宿泊できる方

	
	労働条件
	時給
	１０００円

	
	
	労働時間
	最大５時間/日(９時００分～１４時００分の間)

	
	
	労働日
	　金～日（木・月は移動日予定）

	業務②

	仕事内容
	内容
	小中学生の学習・みまもりサポート

	
	
	説明
	　長期休暇期間（主に夏休み・冬休み・春休み）の子どもの居場所づくり事業として実施している「じゃばらはうす」において学習支援やみまもりのサポートをしていただきます。
　常勤の支援員と協力し、夏休みの宿題や学習支援を行うほか、子どもたちで決めた一日の過ごし方に沿って見守りをお願いします。


	
	
	応募条件
	・和歌山大学の学生・院生
・期間中、北山村に宿泊できる方

	
	労働条件
	時給
	　１００２円

	
	
	労働時間
	最大７時間/日(９時～17時まで)

	
	
	労働日
	　月～木

	
業務③
	
仕事内容
	
内容
	
じゃばら農作業サポート（日程は11月初旬ですが、希望する方がいた場合別途ご案内させていただきます。）

	
	
	説明
	　北山村の特産品であるじゃばらの農作業のサポートをお願いいたします。主に11月初旬から中旬の収穫・搬送のサポートを想定しています。村内の各農家さんを分担してお手伝いいただきます。

	
	
	応募条件
	・和歌山大学の学生・院生
・期間中、北山村に宿泊できる方

	
	労働条件
	時給
	　調整中

	
	
	労働時間
	最大8時間程度/日(８時００分～１６時００分まで)

	
	
	労働日
	　11月初旬


３.宿泊・移動支援等について
３-１.宿泊
（１）宿泊施設　
・村内の宿泊施設や民宿、利用できる個人住宅等を借上げ予定です。
（２）宿泊費　
　・村が実費を負担します。（個人での負担はありません）

　３-２.移動支援
（1） 和歌山駅から新宮駅へ移動後、村で送迎を実施予定。
和歌山→新宮　8:48→11:59（くろしお１号）
新宮→和歌山　11:27→14:48（くろしお２２号）
上記の電車を利用してもらう予定です。時刻表や日程により変更の可能性があります。
（２）自家用車の場合…村の規定に応じた交通費を支給予定です。
（目安：和歌山大学から北山村役場まで、片道約170kmとして10,200円）
　　
（３）滞在中の移動について
できる限り徒歩で移動可能な範囲に宿泊先を用意する予定です。台数に限りはありますが、自転車の貸し出しも行います。

４.その他
４-１.北山村村民との交流会を実施予定です。できる限り参加をお願いします。
４-２.参加者の自主研究・調査等も可能です。その場合は、申込時に研究・調査内容等を記載し、事前に相談してください。


５.申込方法・賠償責任保険について
（5-１）申込方法
Googleフォームから申し込み（https://qr.paps.jp/AUajb）
QRコードはこちら[image: ]
　申し込み締め切りは５月30日です。

（5-2）賠償責任保険
基本的に、学研災付帯賠償責任保険（学研賠）への加入を参加の条件といたします。
…日本国内外において、学生が、正課、学校行事、ボランティア活動等（詳細は下記を参照ください）およびその往復中で、他人にけがをさせたり、財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償するものです。

補償事故
　・正課・学校行事中の事故
　・大学の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的として承認を受けた学内学生団体
が行うインターンシップまたはボランティア活動中の事故（但し大学が禁じた時間または場所で行われる活動および禁止行為を除きます。）
　・その往復中の事故（自動車、バイク、原付等の事故は対象外です。）　
保険料：1年間 340円
補償額：対人・対物 合わせて 1事故 1億円限度
 学外で活動の際に他人にケガを負わせてしまった場合など、損害賠償金が高額になることも想定されるため、今プロジェクトに参加される方は基本的に学研賠に加入していただきます。
※学生センター（学生支援課）が窓口となりますので、必ず実施前にご加入ください。なお、ご家庭で同様の賠償責任保険に加入している場合は入らなくても大丈夫です。

2

image1.png




